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記者会見用資料 

            「全国水平社創立宣言と関係資料」を世界記憶遺産に 

                                                                        2014.3.25 

 

        「世界記憶遺産」（Ｍｅｍｏｒｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ．ＭｏＷ）とは？ 

正式名称、「世界の記憶」。ユネスコが主催する事業のひとつで、危機に瀕した書物や文

書などの歴史的記憶遺産を保全し、広く公開することを目的にした事業。1997 年から２年

毎に登録事業をおこなっている。 

 

                          「世界記憶遺産」の登録手続 

 選定基準は世界歴史に重大な影響をもつ事件・時代・場所・人物・主題・形態・社会的

価値を持った記録遺産を対象とする。記録遺産の申請は、政府及び非政府機関を含む全て

の個人または団体ができる。 

 隔偶数年の選定で、英文推薦書を３月末日までにパリ・ユネスコ本部に提出が条件（2014

年３月 31日）。１国２件の登録が可能であるが、２件以上の申請が１国からあった場合は、

ユネスコ本部が各国の国内ユネスコ委員会に差し戻し、国内ユネスコ委員会が２件に絞り

込みユネスコ本部に申請する（偶数年・2014年５月末まで）。 

 ６月から奇数年（2015 年）１月にかけてユネスコによる登録検討がおこなわれ、奇数年

５月から８月にユネスコ記憶遺産国際諮問委員会による審議を経て、ユネスコ事務局長に

よって決定される。 

 日本の場合は、国１件、民間１件の枠が決められている。 

 

                        これまでの登録物件と登録物件数 

 300点（2013年５月時点） 

 ドイツ（17）オーストリア（13）ポーランド・ロシア（12）韓国・イギリス（11） 

オランダ・フランス・中国・メキシコ（９）デンマーク（８）・・・・・。 

 具体的な事例としては、フランス人権宣言、ベートーベン交響曲第９番直筆楽譜、『アン

ネの日記』、アンデルセンの原稿筆写本と手紙、ゲーテの直筆文学作品、『東医宝鑑』、高麗

大蔵経板・諸経板、『訓民正音』、『朝鮮王朝実録』、マグナ・カルタ、光州民主化の記録等 

 日本からは以下の 3件が認められている。「山本作兵衛コレクション」（2011年）『御堂関

白記』、『慶長遺欧使節関係資料』（2013年、スペインと共同申請） 

 

   「全国水平社創立宣言と関係資料」を「世界の記憶」に登録する取り組みの経緯 

 ○2011年、「山本作兵衛コレクション」が世界記憶遺産登録実現 

 ○部落解放同盟中央本部からの登録取り組みの提起 

○「水平社創立大会宣言」を所有、保管、展示する崇仁自治連合会・柳原銀行記念資   
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料館、公益財団法人奈良人権文化財団・水平社博物館と部落解放同盟中央本部、一般社

団法人部落解放・人権研究所、公益社団法人福岡県人権研究所、公益財団法人大阪人権

博物館、反差別国際運動日本委員会の関係者で協議を重ね、本日、『「全国水平社創立宣

言と関係資料』のユネスコ世界記憶遺産登録をめざす会」を設立した。 

○なお、ユネスコへの登録推薦書の送付は、2014年 3月 19日に行った。 

 

                            申請者と代理人・提出者 

 申請者は水平社博物館を運営する公益財団法人奈良人権文化財団（奈良県御所市）と柳

原銀行記念資料館を運営する崇仁自治連合会（京都市）。 

 申請者の代理人と推薦書提出者は元国連大学副学長・反差別国際運動副理事長・同日本

委員会理事長の武者小路公秀さん。 

 

            世界記憶遺産に登録を目指す「全国水平社創立宣言と関係資料」 

  ①「全国水平社創立大会 綱領 宣言 則 決議」 

   （1922年３月３日、全国水平社、水平社博物館・崇仁自治連合会） 

 本資料は両面に印刷されており，表には綱領と宣言が記され「水平社」が発行主催者と

なっている。裏には則が「京都府京都市高瀬七条下ル・全国水平社京都本部（仮本部）」に

よって記され，決議は全国水平社大会の名によって記されている。いずれも 1922年３月３

日に京都市公会堂（岡崎公会堂）の全国水平社創立大会において採択されている。創立大

会では南梅吉による開会の辞，阪本清一郎の経過報告，桜田規矩三の綱領朗読に続き，駒

井喜作が宣言を朗読し，提案した。綱領，宣言，則，決議も参加者全体で確認された。宣

言は主として西光万吉によって起草され，過去の同情的な融和運動を拒否して部落民自ら

が誇りを持ち，自主的集団的解放運動に立ち上がることを述べ，日本初の「人権宣言」と

して人権史上高く評価されている。 

  ②燕会集合写真（1920年 10月３日、燕会会員、水平社博物館） 

  ③『燕会集印帳』（1920～1922年、燕会、水平社博物館） 

  ④『よき日の為めに―水平社創立趣意書―』 

   （1922年２月５日、水平社創立発起者、水平社博物館・崇仁自治連合会） 

  ⑤『よき日の為めに―水平社創立趣意書―』奥付（1921年 12月・1922 年１月 12 日・

1922年２月５日、駒井喜作・燕会同人・水平社創立発起者、水平社博物館） 

  ⑥チラシ「全国水平社創立大会参加へ！」 

   （1922年２月 21日、水平社同人、水平社博物館・崇仁自治連合会） 

  ⑦崇仁尋常小学校『学校日誌』 

（1922年３月２日、京都市立旧崇仁小学校、崇仁自治連合会） 

  ⑧全国水平社創立発起者集合写真 

（1922年３月３日、全国水平社創立発起者、水平社博物館） 
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  ⑨『全国水平社連盟本部日誌』（1922年３月３日、全国水平社連盟本部、水平社博物館） 

  ⑩『よき日の為めに―綱領解説―』 

（1922年４月 25日、関東水平社出版部、水平社博物館） 

  ⑪『水平』第１巻第１号（1922年７月 13日、水平出版部、水平社博物館） 

  ⑫『水平』第１巻第２号（1922年 11月 28日、水平出版部、水平社博物館） 

  ⑬「全国水平社中央執行委員長南梅吉名刺」（1922～25年、南梅吉、水平社博物館） 

  ⑭「水平社同人米田富名刺」（1922～25年、米田富、水平社博物館） 

  ⑮荊冠旗（1923年２月、奈良県水平社・柏原水平社・岩崎水平社、水平社博物館） 

 

参考資料（写真・コピー） 

 ①民族自決団「 檄」（コピー、写真が現存） 

  1921年２月 13日 民族自決団（平野小剣） 

 ②『つばめ会に就て』（コピー） 

  法政大学大原社会問題研究所有 1922年９月 25日 燕会 

 ③「水平社創立大会視察及び水平社発起人との会見に関する復命書」（コピー） 

  三好敏江所有 1922年３月７日 

 ④全国水平社創立を報じた新聞（コピー） 

  1922年３月４日『大阪朝日新聞』・『大阪朝日新聞』京都付録、『日出新聞』、『大阪毎日 

新聞』夕刊。３月５日『中外日報』 

 ⑤『ＴＨＥ ＮＡＴＩＯＮ』の英訳水平社宣言（コピー）1923年 9月 5日号 

この記事は三重県水平社と日本農民組合三重県連合会が発行していた『愛国新聞』の

第８号（1924年 5月 11日）と第９号（1924年 5月 21日）に、「外国人の見たる水平

運動【一】【二】」として紹介された。 

 ⑥海外での水平社創立紹介新聞記事（コピー） 

 １．『東亜日報』（朝鮮の日刊紙）1923年 3月 21日 

 ２．『プラウダ』（ソビエト連邦共産党機関紙）1923年 7月 19日 

 ３．『Ｌos Ａngeles Ｔimes』（アメリカ合衆国カリフォルニア州・ロサンジェルス市で  

発行されている日刊紙）1923年８月 26日 

 ４．『Ｎew Ｙork Ｔimes』（アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市で発行さ  

れている日刊紙）1924年 4月 29日 

 ５．『ＴＨＥ ＴＩＭＥＳ』（イギリスで発行されている日刊紙）1927年 12月 28日 

 ⑦『水平社宣言・綱領』 

  2002年３月、部落解放・人権研究所が刊行物として「全国水平社創立宣言」を中国語、

英語、フランス語、ドイツ語、韓国語・朝鮮語、ロシア語、スペイン語、アイヌ語の

８言語に翻訳。 
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          「全国水平社創立宣言と関係資料」が世界記憶遺産に値する意味と意義 

 《真正性》 

 全国水平社創立宣言と関係資料は、唯一無二の実物の資料として大きな意義と独自の価

値を有している。とくに日本で初めての人権宣言としての全国水平社創立宣言は、1922 年

３月７日に内務省社会局嘱託の三好伊平次が提出した参考資料③の全国水平社創立大会視

察「復命書」をはじめとした諸資料から明らかなように、全国水平社創立大会に提出され

採択された資料①「全国水平社創 立大会綱領 宣言 則 決議」の中の全国水平社創立

宣言の原文であり、原典かつオリジナルな価値をもつ真正性を有している。これらの資料

は、水平社博物館と崇仁連合自治会によって独自に収集・保管され、また旧蔵者から正式

な手続きを経て所有・管理されたものであり、その出所や来歴は明確である。なお全国水

平社創立宣言については、上記の２点以外に法政大学大原社会問題研究所が１点を所有・

管理している。 

 

《世界的な重要性、独自性、非代替性》 

 全国水平社創立宣言は被差別マイノリティである部落民自身が作成した世界と日本での

初めての人権宣言であり、今日につながる部落民自身の団結による自主解放を実現しよう

とする全国的かつ組織的な部落解放運動の出発点となった。 

 日本が帝国主義化するにともない、20 世紀初頭には部落差別が厳しさを増した。それに

対し全国水平社創立宣言は人間を冒涜し堕落させる政府など上から押し付けられた欺瞞的

な勦（いたわ）りと同情的な憐れみを拒否・批判し、部落差別を撤廃するためには自由と

平等をはじめ人間に対する尊敬、人間同士の博愛と和解、人間の差異を超えた人類愛が重

要であると主張した。 

まさしく全国水平社創立宣言は、人類の共有財産である 1789年８月のフランス人権宣言

や 1948 年 11 月の世界人権宣言にも匹敵する人権宣言のひとつであり、人類の普遍的原理

である人権、自由、平等、博愛、民主主義を基調とした宣言でもあるという世界的な重要

性を有している。 

全国水平社創立宣言は、第一に国内的には第一次世界大戦後の労働運動や農民運動、女

性解放運動などの発展を基礎とした大正デモクラシーという民主主義的な潮流、文学や芸

術などにおける人間の存在を重視する文化的な思潮、被差別マイノリティを救済する民衆

的世界を希求した仏教思想などに大きな影響を受けた。 

 第二に全国水平社創立宣言は、マクシム・ゴーリキーやロマン・ロラン、ウィリアム・

モリスの思想、それにキリスト教やマルクス主義、社会主義、無政府主義、表現主義など、

ルネッサンス以降における個人の自我と自立を前提とした人間中心の人道主義（ヒューマ

ニズム）を基本とするヨーロッパ圏の歴史的伝統を受け継いだ。 

 第三に全国水平社創立宣言は、1917 年 11 月のロシア革命や第一次世界大戦後に高揚し
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た民族自決論、1919 年１月に始まったパリ・ベルサイユ講和会議において日本政府が提案

した人種差別撤廃提案、インドや中国、朝鮮をはじめとしたアジア・アフリカ・ラテンア

メリカなどにおける民族独立運動など、帝国主義国家による植民地主義的な支配や抑圧に

対する民族や人種などの集団を基本とした非ヨーロッパ圏における抵抗と解放の運動や思

想からも多大な刺激を受けた。 

 以上のように全国水平社創立宣言は、国内はもとよりヨーロッパ圏や非ヨーロッパ圏に

おける差別や抑圧からの解放と人権の確立、民主主義の発展をめざした普遍性と独自性を

もつ貴重な資料的価値を有している。 

全国水平社創立宣言は、国内外における人権の確立や民主主義の発展に大きく寄与して

きた。 

 第一に全国水平社創立宣言は、全国水平社の時代から今日の部落解放運動にいたるまで、

多くの大会や運動場面で朗読され、差別からの解放を希求する部落民を勇気づけ精神的支

柱となった。 

 第二に全国水平社創立宣言の理念と全国水平社の運動は、今日まで在日朝鮮人をはじめ

沖縄人（琉球弧の人びと）、アイヌ民族、ハンセン病回復者など国内における被差別マイノ

リティの自覚と運動に勇気と刺激を与えてきた。 

 第三に全国水平社創立宣言は、日本の植民地支配下にあった朝鮮の被差別マイノリティ

である白丁（ペクチョン）を中心として 1923 年４月 25 日に結成された自主的運動団体の

衡平社（ヒョンピョンサ）、さらに第二次世界大戦後におけるドイツをはじめとするヨーロ

ッパのスィンティ・ロマやインドの被差別カースト（ダリット）などから大きな注目を浴

びた。 

 第四に全国水平社創立宣言は、当時から現在にいたるまで、部落解放運動や国内外の被

差別マイノリティの運動において重視されるだけでなく、日本社会や国際社会からも広く

注目され高い評価を受けてきた。まず全国水平社創立宣言と全国水平社創立は、国内のみ

ならず海外の新聞や雑誌で紹介され、大きな注目を浴びた。また国内外における多くの歴

史研究者や文化関係者は、全国水平社創立宣言と全国水平社の運動に注目し、その理念と

意義を多くの著書や論文、エッセイなどで論 述してきた。 

さらに全国水平社創立宣言と全国水平社の運動は、部落差別を理解するために日本の学

校教育においても重視され、ほとんど全ての社会科教科書で教材化されている。また全国

水平社創立宣言は 2002 年３月に８言語に翻訳・出版され、その理念と意義が国際的にも

高く評価されるようになった。すなわち全国水平社創立宣言は、単に貴重な歴史資料とい

うだけでなく、被差別マイノリティをはじめ現在を生きる多様な人びとに大きな影響を与

えて、他の何物も代替できない重要な現代的価値をも有している。 
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「全国水平社創立宣言と関係資料」のユネスコ世界記憶遺産申請に関する連絡先 

 

○柳原銀行記念資料館  

住所：京都市下京区下之町６－３  

電話番号：０７５－３７１－０２９５ 

担当者：山内政夫 

 

○水平社博物館  

住所：奈良県御所市柏原２３５－２  

電話番号：０７４５－６２－５５８８ 

担当者：駒井忠之・佐々木健太郎 

 

 

 


